
 

農地法第１８条第６項の規定による通知書 

令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

呉市農業委員会会長 様 

 

通知者 賃貸人氏名（名称及び代表者職・氏名） 

呉  市   太  郎    

                   （電話番号 ●●●●－●●－●●●● ） 

賃借人氏名（名称及び代表者職・氏名） 

椿      一  郎    

                   （電話番号 ■■■■－■■－■■■■ ） 

次の土地について賃貸借の「 合意による解約 」をしたので，農地法第１８条第６項及び同法施

行規則第６８条第１項の規定により通知します。 

 

１ 賃貸借の当事者の住所及び氏名（名称） 

当事者の別 住 所(又は主たる事業所) 氏 名(名称及び代表者名) 備 考 

賃 貸 人 呉市中央６丁目２－９ 呉  市   太  郎  

賃 借 人 呉市中央４丁目１－４ 椿      一  郎  

 

２ 土地の所在，地番，地目及び面積                       呉市地内 

土 地 の 所 在 地  番 
地  目 

面 積(㎡) 備 考 
登記簿 現 況 

◎●町字□□ １２３４－５ 田 田 １０００   

◆□町字■■ １２３４－６ 田 畑 ５００   

      

 

３ 賃貸借契約の内容   例１ （別紙賃貸借契約書の写しのとおり） 

例２ （昭和２０年頃、口頭により契約 賃借料○○○○円／年） 

４ 農地法第１８条第１項ただし書に該当する事由の詳細 

土地の引渡し前 ６か月以内に成立した契約 

５ 賃貸借の解約の申入れ等をした日 

賃貸借の解約の申入れをした日     令和 ◎◎ 年 ◎◎ 月 ◎◎ 日 

賃貸借の更新拒絶の通知をした日    令和   年   月   日 

賃貸借の合意解約の合意が成立した日  令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

賃貸借の合意による解約をした日    令和   年   月   日 

６ 土地の引渡しの時期 

令和△△ 年 △△ 月 △△ 日 

７ その他参考となるべき事項 

 

 

 

 

 

 

※ e-SUITE 入力整理年月日  令和   年   月   日    担当者  ○印  

記 載 例 

以 下 余 白 

(合意解約証書の記載

と日付を合わせる。) 

土地の引渡し前６

か月前までに成立 

（注）１ ３について，賃貸借契約書がある場合は，「別紙賃貸借契約書の写しのとおり」と記載し，契約書の写しを添付

する。 

２ ５については該当事項にその年月日を記入するが，合意解約にあっては，その合意解約が成立した日及びその合

意による解約をした日の双方に記入すること。 

   ３．登記簿謄本（土地の全部事項証明書）及び合意解約書等を添付すること。 



 

農地法第１８条第６項の規定による通知書等 

 

１ 通知期限 

賃貸借につき解約の申入れをし，合意による解約をし，又は賃貸借の更新をしない旨の通知をし

た日の翌日から起算して３０日以内に農業委員会へ通知書を提出しなければならない。（施行規則

第６８条第１項） 

 

２ 記載に当たっての注意事項 

(1)  通知者 

合意による解約に係る通知をする場合，当事者双方が連署する。（施行規則第６８条第２項） 

(2) 「次の土地について賃貸借の「   」をしたので， ～ 通知します。」 

「 」には農地法第１８条第１項本文に掲げる「解除」,「解約の申入れ」,「合意による解約」,

「更新をしない旨の通知」のいずれかの該当用語を記載する。 

(3) 「３ 賃貸借契約の内容」 

賃貸借契約書の写しを添付する。 

(4) 「４ 農地法第１８条第１項ただし書に該当する事由の詳細」 

農地法第１８条第１項各号の該当号及び事由について，次のように記載する。 

例：第２号該当（合意解約） 

賃貸人が長男宅を建築する予定のため，離作料として○○円を支払うことで合意解約した。 

賃借人が高齢で耕作困難となったので，合意解約した。離作料は支払わない。 

合意解約した。離作料は支払わない。 

(5) 「５ 賃貸借の解約の申入れ等をした日」 

該当事項にその年月日を記載するが，合意解約の場合は，その合意が成立した日及びその合

意による解約をした日の双方を記載する。 

(6) 「７ その他参考となるべき事項」 

該当事項があれば，記載する。 

 

３ 通知書の添付書類（施行規則第６８条第３項） 

(1) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) 

(2) 賃貸借契約書の写し 

(3) 賃貸借の解約の申入れ，合意による解約又は更新をしない旨の通知が，法第１８条第１項第１

号に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には，信託契約書の写し 

(4) 合意による解約が行われた場合は，賃貸借の当事者間において法第１８条第１項第２号の規定

による合意が成立したことを証する書面 

(5) 民事調停法による農事調停が成立した場合は，調停調書の謄本 

(6) その他参考となるべき書類 


